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１ 法定外税について
出典：総務省HP
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１ 法定外税について
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１ 法定外税について
出典：総務省HP



２ 新税（案）の概要

項 目 事務局案

税区分 法定外普通税

課税客体 森林の開発区域内に設置した再生可能エネルギー発電施設

納税義務者 森林の開発区域内に設置した再生可能エネルギー発電施設の所有者

非課税事項
地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第5項に規定する市町村
が定める促進区域内の認定事業 等

経過措置 稼働済み及び着工済みは課税対象外

課税標準 （検討中）

税率 （検討中）

徴収方法 （検討中）

課税を行う期間 （検討中）

税収の使途
法定外普通税とし、特に使途は設けないが、税収があった場合は、再エ
ネ施設の適地誘導策や地域の環境保全のための活動基盤の整備等に使用
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３ 税区分

法定外目的税 法定外普通税

・同様の法定外税の実例として、豊島区の
「狭小住戸集合住宅税」あり

・法定外普通税とし、特に使途は設けないが、
税収があった場合は、再エネ施設の適地誘
導策や地域の環境保全のための活動基盤の
整備等に使用

森林を開発しての再エネ設置に
より発生する行政需要を賄うため
の課税

課税により経済的な負担が重くなる状況
をつくり出し、政策誘導(再エネによる森
林開発抑制)の手段として用いる。

税の導入目的と相違
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（２）納税義務者

４ 課税客体・納税義務者

森林の開発区域内に設置した再生可能エネルギー発電施設
の所有者

（１）課税客体
森林（※１）の開発区域（※２）内に設置した再生可能エネルギー
発電施設（※３）

※１ 森林法に規定する国有林（第2条第３項）又は地域森林計画対象民有林（第５条）をいう。
≒森林（県土の約57％）のほぼ全て（99.9％）が該当
→森林開発を伴う再エネ計画を網羅

※２ 開発行為（立木の伐採や、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為）
が行われた土地で構成される区域をいう。

※３ 対象となる再生可能エネルギー種については別途検討。

小規模開発及び事業区域の一部のみが森林にかかる場合は
対象外とするよう、課税対象となる森林の開発区域の下限
面積を検討

（３）開発面積の下限について
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５ 非課税事項

• 県にとって｢再エネの最大限の導入｣と｢地域と共生する再エネの促進｣は進めなけ
ればならない施策。

• 税の目的は、単に山林などにおける「再エネ施設の設置抑制」だけでなく、平野
の未利用地などの｢適地への誘導｣と両輪にする必要がある。

• そのため、改正温対法により設定される｢促進区域｣内の認定事業等（※）について
は、設置される再エネ施設を｢非課税｣とし、適地に誘導することが適当。

※ 市町村が認め、県が認定した事業については、認定事業に準じて非課税とすることも検討（資料２ 12ページ参照）。

• こうした税の目的は、再エネの最大限導入を進める国の施策とも合致しており、
総務大臣の同意の要件である｢国の経済施策に照らして適当｣を満たすものである。

「促進区域」内の認定事業は非課税とする
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１．稼働済み及び着工済みは除く

山林などにおける「再エネ施設の設置抑制」と、平野の未利用地などの｢適地への誘導｣が狙い

⇒既に設置され、政策誘導の余地がない既存施設に対し課税する必要がない

配慮書

手続

方法書手続

→アセス調査

準備書

手続
評価書

許認可

審査
工事 稼働

２．行政手続き中は対象とする

環境アセスなどの行政手続き中の場合、計画変更が可能なことから、課税対象とする

＜手続きの流れ＞

課税対象 課税対象外

６ 経過措置（課税対象の範囲）
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